
 

 

第２章 全国地域ブランド産品の実態分析 

－地理的表示保護制度活用の意向と課題，期待される効果－ 
 

           内藤 恵久・大橋 めぐみ・八木 浩平・菊島 良介 

 

１．課題 

 

我が国では，2014 年に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が制定され，

品質等の特性と生産地が結びついている産品の名称である「地理的表示」が保護されるこ

ととなった。この地理的表示の保護については，ブランド化等を通じた新たな価値創出の

ための重要な手法と位置づけられており1，今後の活用に期待が高まっている。 

しかしながら，法の施行から約一年半での登録数は 24 にとどまっており2，必ずしも制

度が定着しているとは言い難い。今後，制度の円滑な推進を図るためには，地域ブランド

産品に関する現状を把握するとともに，地理的表示保護制度活用の意向や制度に取り組む

上でどのような点に課題を抱え，どのような点に期待しているか等について把握し，適切

な対応策を検討していくことが不可欠である。 

また，地理的表示保護制度は，品質や生産方法の基準の設定とその基準を遵守させるた

めの管理体制の確立が必須の要件とされている。この基準設定及び品質管理については，

ブランドを確立し，産品の評価・価格を向上させるため重要な点であり，中島（2009）

は，30 を対象としたアンケート調査により，その実施状況や重要性を示している。しか

し，多くの品目を対象とした品質管理の実施状況やこれと価格との関係は示されてきてい

ない。地理的表示保護制度で必要とされる品質管理は，一方でコストを要するものであり，

この取組を進める上で，その実施状況とともに価格の上昇等との関係性を示していくこと

が重要と考えられる。 

このため，本稿では，多数のブランド産品を対象としたアンケート調査の結果により，

今後の対応策の検討に資するよう，地理的表示に取り組む上での課題等を把握・分析する

ともに，品質管理の実施状況等と価格との関係を分析し，地理的表示保護制度の効果を示

すこととする。 

 

２．方法 

 

アンケート調査は，2016 年 2 月に，農林水産省知的財産課と農林水産政策研究所との

連名で実施した。調査内容は，ブランド化の取組の現状や地理的表示制度保護制度の活用

の意向等についてであり，地域ブランド産品に関する生産者団体に調査票を郵送し(調査

票は別添参照)，回答を送り返してもらう方法をとった。調査対象とした産品は，①既に
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地域団体商標を取得している産品，②地域伝統食品地理的呼称制度調査報告書3に掲載さ

れている産品及び(財)食品産業センター認定の「本場の本物」対象産品に加え，③事前に

都道府県から地理的表示保護制度の対象となり得ると回答のあった産品4とし，794 団体

に調査票を送付した。この結果，423 団体からの回答を得たが，地域ブランドに該当しな

いと考えられる産品等を除外するとともに5，同一産品について複数団体からの回答があ

る場合は，主要団体の回答を一つ選択し6，376 の回答について分析対象とした。 

 

３．結果 

 

（１）地域ブランド産品の状況 

 

１）調査品目の概要 

 

ⅰ）産品の分類 

集計数 376 の品目別の内訳は，第 1-1 表のとおりであり，野菜が 102（27％）と最も

多く，次いで水産物 79（21％），畜産物 64（17％），果物 55（15％）の順となっている。

なお，水産物，加工度が比較的高いその他食品及び非食品を除いた農畜産品（穀物，野菜，

果物，お茶，その他農産物，畜産物）は 248 であり，全体の 2/3 を占めている。 
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第 2-1 表 調査対象産品の分類 

            

 

ⅱ）商標の取得や県等のブランド認定の有無 

商標の取得状況は，第 2-2 表のとおりであり，地域団体商標を取得しているものが 190

（51％），その他の商標を取得しているものが 60（16％）であり，250 産品（66％）が

商標を取得している。 

県，市町村等のブランド認定制度については，153 産品(41％)が認定を受けている。 

 

第 2-2 表 商標の取得，県等のブランド認定の状況 

 

 

２）差別化される特徴 

他の同種の産品と差別化される特徴として挙げられたものは，第 2-3 表のとおりである。

多くあげられている特徴としては，官能的な要素(食味，色，香り，風味など)54％，物理

的な要素(大きさ，形状，外観など) 47％，化学的な要素(糖度，酸味，脂肪分など)29％等

となっており，85％の産品で何らかの点が差別化される特徴として挙げられている。差

別化ポイント明確化はブランド構築上重要な要素であるが（ケラー（2010）等），15％の

産品では特徴について回答がなく，地域ブランドと考えられる産品であっても，他の同種

産品の種類 該当数 ％
穀物類（米、麦、豆類等） 9 2%
野菜（キノコ含む。） 102 27%
　うち生鮮品 92 24%
　うち加工品 10 3%
果物（メロン等の果実的野菜含む。 55 15%
　うち生鮮品 48 13%
　うち加工品 7 2%
お茶 16 4%
その他農産物 2 1%
畜産物 64 17%
　うち牛肉 39 10%
　うち豚肉 4 1%
　うち鶏肉 18 5%
　うち牛乳 3 1%
小計（農畜産物） 248 66%
水産物 79 21%
　うち生鮮品 47 13%
　うち加工品 32 9%
その他食品 36 10%
　うち麺類 12 3%
　うち味噌 5 1%
　うちその他 19 5%
非食品 13 3%
計 376 100%

該当数 ％
地域団体商標を取得 190 51%
その他の商標を取得 60 16%
商標取得（計） 250 66%
県等のブランド認定 153 41%
（調査対象全体） 376
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の産品と差別化される特徴が明確に意識されていないものが一定程度存在する。 

 

第 2-3 表 差別化される特徴（複数回答） 

 

 

３）価格差 

同種の産品との価格差7については，第 2-4 表のとおりである。価格差はほとんどない

とするものが 25％ある一方，1～2 割高いが 31％，3 割以上高いが 7％，5 割以上高いが

6％，2 倍以上高いとするものが 7％と，価格差があるとするものが合計で 50％となって

いる。 

この結果から，一定のプレミアム価格を獲得していることがうかがえる。 

 

第 2-4 表 価格差の状況 

           

 

４）品質，生産方法の基準の設定状況 

品質，生産方法の基準の設定状況については，第 2-5 表のとおりである。品質，生産方

法双方の基準があるとするものが 43％と最も多く，品質についての基準がある，生産方

法についての基準があるのとの回答がそれぞれ 17％，19％となっている。このように，

何らかの基準があるところは 79％と，回答の大部分を占めており，多くの産品で品質，

生産方法の基準が設定されている。 

なお，本調査では，何らかの基準があるとの回答が 79％に達しているが，（財）知的財

産研究所（2011）の地域団体商標の権利者を対象とした調査では，商標の使用規則があ

るとの回答は 40％にとどまっており，調査対象は異なるものの，本調査の結果と大きな

差がある。本調査では，規則のような明確な形になっていないものも含めて，基準ありと

回答された可能性がある点に留意が必要である。 

差別化される特徴の内容 該当数 ％
①物理的な要素 178 47%
②化学的な要素 108 29%
③微生物学的な要素 14 4%
④官能的な要素 203 54%
⑤その他 140 37%
⑥無回答 57 15%
（調査対象全体） 376

価格差の状況 該当数 ％
①価格差はほとんどない 95 25%
②1～2割高い 115 31%
③3割以上高い 27 7%
④5割以上高い 21 6%
⑤2倍以上高い 26 7%
⑥不明 71 19%
⑦無回答 21 6%
計 376 100%

-  22  -



 

 

第 2-5 表 品質・生産基準の設定状況 

 
 

５）品質等の管理体制 

品質等の管理体制の状況については，第 2-6 表のとおりである。出荷時に基準に合った

ものであるかの検査を行っているとの回答が 51％と最も多く，次いで，基準に適合した

生産が行われているか定期的な確認を行っているが 37％，作業日誌等の作成を義務づけ

ているが 31％となっている。基準違反の際の指導方法や制裁を定めている 16％及びその

他 9％を含め，何らかの基準遵守の体制を取っているところは，75％となっている8。な

お，何らかの基準がある産品のうち，品質管理体制があるとの回答は 90％となっており9，

ほとんどの場合で何らかの品質等の管理措置が行われている。 

品質等の管理体制の確立は，品質等に対する消費者の信頼を確保するため重要であり，

各産地においてこれを重視した取組が行われていることがうかがわれる。 

 

第 2-6 表 品質等の管理体制の状況（複数回答） 

 

 

 

６）品質基準の設定と価格差の関係 

品質・生産基準の設定状況と価格差の関係を示したものが，第 2-7 表及び第 2-8 表であ

る。何らかの基準がある場合の価格差があるとの回答10の割合は 58％に達するのに対し，

いずれの基準もない場合の価格差があるとの回答の割合は 17％にとどまる。また，いず

れの基準もない場合は，価格差がほとんどないとの回答が 42％に達し，半数近くの産品

で価格差が生じていない。 

 

 

基準の設定状況 該当数 ％
①品質についての基準がある 64 17%
②生産方法についての基準がある 70 19%
③品質、生産方法双方の基準がある 163 43%
④いずれの基準もない 62 16%
⑤無回答 17 5%
合計 376 100%
何らかの基準がある（①,②,③の合計） 297 79%

行っている品質管理措置の内容 該当数 ％
①基準適合について定期的な確認 138 37%
②作業日誌等の作成義務づけ 118 31%
③出荷時に基準適合の検査 190 51%
④基準違反の際の指導方法や制裁の定め 62 16%
⑤その他 35 9%
⑥特になし 75 20%
⑦無回答 20 5%
何らかの品質管理体制がある（①～⑤の1以上に該当） 281 75%
（調査対象全体） 376
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第 2-7 表 品質・生産基準の設定状況と価格差の関係（該当数） 

第 2-8 表 品質・生産基準の設定状況と価格差の関係（割合） 

基準設定の状況
①価格差
はほとん
どない

②1～2割
高い

③3割以
上高い

④5割以
上高い

⑤2倍以
上高い

⑥不明 ⑦無回答 合計

①品質についての基準がある 10 24 6 6 4 12 2 64
②生産方法についての基準がある 19 21 4 5 5 12 4 70
③品質、生産方法双方の基準がある 36 60 14 9 14 27 3 163
④いずれの基準もない 26 7 2 0 2 18 7 62
⑤無回答 4 3 1 1 1 2 5 17
合計 95 115 27 21 26 71 21 376
何らかの基準がある(①,②,③の合計） 65 105 24 20 23 51 9 297

基準設定の状況
①価格差
はほとん
どない

②1～2割
高い

③3割以
上高い

④5割以
上高い

⑤2倍以
上高い

⑥不明 ⑦無回答 合計

①品質についての基準がある 16% 38% 9% 9% 6% 19% 3% 100%
②生産方法についての基準がある 27% 30% 6% 7% 7% 17% 6% 100%
③品質、生産方法双方の基準がある 22% 37% 9% 6% 9% 17% 2% 100%
④いずれの基準もない 42% 11% 3% 0% 3% 29% 11% 100%
⑤無回答 24% 18% 6% 6% 6% 12% 29% 100%
合計 25% 31% 7% 6% 7% 19% 6% 100%
何らかの基準がある(①,②,③の合計） 22% 35% 8% 7% 8% 17% 3% 100%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

いずれの基準もない 何らかの基準がある
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第 2-1 図 品質・生産基準の設定と価格差 

　回答から不明及び回答なしを除き，価格差について，①価格差なし，②価格差 5 割未満， 

③価格差 5 割以上の 3 段階にまとめた上で分析した結果は，第 2-9 表のとおりである。価

格差ありとの回答の割合は，いずれかの基準がある場合で 73％に達する一方，基準がな

い場合では 30％に過ぎず，1％水準で有意差が認められた。



この結果から，品質・生産基準を設定している場合に，価格差が生じている傾向が強く

うかがわれる。これは，消費者の信頼を得て高い付加価値を実現していく上で，品質や生

産の基準を設定して産品の優位性の確保に取り組む重要性を示唆するものと考えられる。 

第 2-9 表 品質基準・生産基準の設定と価格差の関係（価格差不明等を除く。） 

カイ二乗検定を行った結果，1％水準で有意差が認められた。

７）品質等の管理体制と価格差

品質・生産基準に加えて品質等の管理体制の整備されていることと価格差の関係を示し

たものが，第 2-10 表である。価格差ありとの回答の割合は，何らかの基準がある場合で

58％であるのに対し，何らかの基準に加え何らかの品質等の管理を行っている場合でも

58％であり，管理体制の有無による違いが見られない。 

この理由を考察すると，基準がある場合，何らかの管理をしているとの回答がほとんど

であることが影響している可能性が考えられるが，品質等の管理体制確立の意義が，実需

者・消費者に十分伝わっていない可能性も考えられる。

第 2-10 表 品質等の管理体制と価格差の関係（全産品） 

回答から不明及び回答なしを除き，価格差について，①価格差なし，②価格差 5 割未満，

③価格差 5 割以上の 3 段階にまとめた上で，管理体制の有無と価格差の関係を分析した

結果は，第 2-11 表のとおりであり，管理体制の有無と価格差に特段の関係性が見られな

い。

さらに，農畜産品（穀物，野菜，果物，お茶，その他農産物，畜産物）についての品質

等の管理体制と価格差の関係を見るため，対象から水産物，その他食品及び非食品を除い

て分析した結果が，第 2-12 表である。ここでは，価格差ありとの回答の割合が，管理体

（単位:件，％）

価格差なし 価格差5割未満 価格差5割以上 合計

該当数 65 129 43 237

 % 27% 54% 18% 100%

該当数 26 9 2 37

 % 70% 24% 5% 100%

品質基準・生産基準のい

ずれかの基準あり

品質基準・生産基準のい

ずれの基準もない

①価格差
はほとん
どない

②1～2割
高い

③3割以
上高い

④5割以
上高い

⑤2倍以
上高い

⑥不明 ⑦無回答 合計

該当数 65 105 24 20 23 51 9 297
％ 22% 35% 8% 7% 8% 17% 3% 100%
該当数 59 96 21 16 22 43 9 266
％ 22% 36% 8% 6% 8% 16% 3% 100%

（単位：件，％）

何らかの基準があ
る

何らかの基準と管
理体制がある
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制がある場合の 73％に対し，管理体制がない場合は 64％となり，1％水準で有意差が認

められた。 

この結果から，農畜産品については，品質等の管理体制がある場合に，価格差が存在す

る傾向がうかがえる。生産方法が単に漁獲である場合が多い水産物や品質の一定の均一性

が期待できる加工度の高い食品と異なり，農畜産品では，管理体制の有無が品質に影響し，

価格差につながっている可能性が考えられる。 

 

第 2-11 表 品質・生産基準及び品質管理体制と価格差の関係（全産品） 

 

 

第 2-12 表 品質・生産基準及び品質管理体制と価格差の関係（農畜産品） 

 

 Fisher の正確検定を行った結果，1％水準で有意差が認められた。 

 

品質管理措置の種類ごとの体制の有無と価格差との関係は，第 2-13 表のとおりである。

関係がはっきりしないものが多いが，出荷時検査については，価格差ありとする回答が，

体制有りの場合の 76％に対し，体制なしの場合は 67％となっている。 

 

第 2-13 表 種類別の管理体制の有無と価格差との関係（全産品） 

 

管理体制の状況 価格差なし 価格差5割未満 価格差5割以上 合計

該当数 59 117 38 214

 % 28% 55% 18% 100%

該当数 6 12 5 23

 % 26% 52% 22% 100%

該当数 30 13 4 47

 % 64% 28% 9% 100%

（単位：件数，％）

何らかの基準と管理体

制がある

何らかの基準はある

が、管理体制はない

品質・生産基準なし

管理体制の状況 価格差なし 価格差5割未満 価格差5割以上 合計

該当数 43 85 29 157

 % 27% 54% 18% 100%

該当数 4 6 1 11

 % 36% 55% 9% 100%

該当数 18 5 4 27

 % 67% 19% 15% 100%

（単位：件数，％）

何らかの基準と管理体

制がある

何らかの基準はある

が、管理体制はない

品質・生産基準なし

管理体制の種類 体制ありの場合 体制なしの場合

基準適合に関する定期的確認 69% 75%

作業日誌等の作成の義務づけ 72% 73%

出荷時の検査 76% 67%

基準違反の場合の指導方法や制裁の定め 70% 73%

（注）％は、価格差がありとする回答の割合（注）％は、価格差がありとする回答の割合
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この出荷時検査の有無と価格差の関係に関し，価格差について，①価格差なし，②価格

差 5 割未満，③価格差 5 割以上の 3 段階にまとめた上で分析した結果を第 2-14 表に示し

たが，1％水準で有意差が認められた。 

この結果は，出荷時検査がある場合に，価格差が存在する傾向をうかがわせる。この理

由として，産品の品質等の直接的なチェックが，品質に影響し，価格差につながっている

可能性が考えられる。 

 

第 2-14 表 品質・生産基準及び出荷時検査と価格差の関係（全産品） 

 

 カイ二乗検定を行った結果，1％水準で有意差が認められた。 

 

８）商標取得と価格差の関係 

商標の取得状況と価格差の関係を見ると，第 2-15 表のとおりである。概して，商標を

取得している場合の方が，価格差ありとの回答の割合が多く，特に，その他の商標を取得

している場合の価格差が 2 倍以上の回答の割合は，他の場合に比べて高くなっている。 

 

第 2-15 表 商標取得と価格差の関係（全体） 

 

 

回答から，不明及び回答なしを除き，価格差について，①価格差なし，②価格差 5 割未

満，③価格差 5 割以上の 3 段階にまとめた上で分析した結果は，第 2-16 表のとおりであ

る。価格差があるとする回答は，商標取得産品で 69％であるのに対し，商標を取得して

いない産品では 60％であり，10％水準で有意差が認められた。特に，価格差 5 割以上と

の回答は，商標取得産品で 19％であるのに対し，商標を取得していない産品では 10％で

価格差なし 価格差5割未満 価格差5割以上 合計

該当数 35 85 27 147

 % 24% 58% 18% 100%

該当数 30 44 16 90

 % 33% 49% 18% 100%

該当数 30 13 4 47

 % 64% 28% 9% 100%

管理体制の状況

何らかの基準と、出荷時

検査がある

何らかの基準はあるが、

出荷時検査はない

品質・生産基準なし

（単位：件数，％）

①価格差
はほとん
どない

②1～2
割高い

③3割以
上高い

④5割以
上高い

⑤2倍以
上高い

⑥不明 ⑦無回答 合計

該当数 52 63 11 17 10 28 9 190
％ 27% 33% 6% 9% 5% 15% 5% 100%
該当数 10 22 5 2 10 7 4 60
％ 17% 37% 8% 3% 17% 12% 7% 100%
該当数 33 30 11 2 6 36 8 126
％ 26% 24% 9% 2% 5% 29% 6% 100%

地域団体商
標を取得

その他の商
標を取得

商標は取得
していない

（単位:件，％）
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ある。なお，この結果には，品質･生産基準の設定状況が影響している可能性があること

から，品質･生産基準のいずれかを設定している産品のみで同様の分析を行った結果が第

2-17 表である。価格差があるとする回答は，商標取得産品で 75％であるのに対し，商標

を取得していない産品では 67％であり，基準がある産品に限定しても，商標取得と価格

差の関係が一定程度認められた。 

この結果から，商標を取得している場合に，価格差が生じている傾向がうかがわれる。

この背景として，消費者からの評価を獲得している地域ブランドでは，商標取得による知

的財産管理に取り組んでいるケースが多いことが想定される。 

 

第 2-16 表 商標取得と価格差の関係 

 
  カイ二乗検定をした結果，10％水準で有意差が認められた。 

 

第 2-17 表 商標取得と価格差の関係（基準設定されている産品のみ） 

 

カイ二乗検定をした結果，10％水準で有意差が認められた。 

 

（２）地理的表示保護制度の活用の意向と課題等 

 

１）地理的表示保護制度活用の意向 

地理的表示保護制度活用の意向については，第 2-18 表のとおりであり，既に登録申請

済みが 8％，登録申請の予定が 11％，登録申請を検討が 28％と，合計で 46％に達してい

る。該当数としても 170 を超えており，今後，これら産品の申請・登録が期待される。

一方，登録申請の予定はないが 31％，制度をあまり知らない・関心がないが 11％と，制

度活用に積極的でないところも少なからず存在する。 

なお，地域団体商標取得済み産品についても，登録申請を検討している以上の回答は

46％であり，全体と同様の傾向が見られる。地域団体商標を取得している場合であって

も，地理的表示も活用しようとしているところがかなりの割合に達しており，これに配慮

した取組が必要と考えられる。 

（単位:件，％）

価格差なし 価格差5割未満 価格差5割以上 合計
該当数 62 101 39 202
% 31% 50% 19% 100%
該当数 33 41 8 82
 % 40% 50% 10% 100%

商標を取得

商標は取得し
ていない

（単位:件，％）

価格差なし 価格差5割未満 価格差5割以上 合計
該当数 44 92 37 173
% 25% 53% 21% 100%
該当数 21 37 6 64
 % 33% 58% 9% 100%

商標は取得し
ていない

商標を取得
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第 2-18 表 地理的表示保護制度活用の意向 

 
 

２）地理的表示保護制度への期待 

地理的表示保護制度に関する期待としてあげられている内容は，第 2-19 表のとおりで

ある。差別化による価格上昇(38％)や販売量増加(26％)をあげるところが多いが，これと

並んで，登録をきっかけに生産者の機運が高まること(37％)をあげているところが多い。

価格・販売量に関する直接的な効果のみならず，制度に取り組むことをきっかけとした産

地のまとまり，生産者の意欲向上等への期待が高いことがうかがえる。実際，第 3 章で触

れるように，地理的表示登録された産品で，生産者の意識向上等が見られている。このほ

か，行政の取締りへの期待も高い(28％)。なお，GI マークの活用や輸出促進については，

それぞれ，19％，16％が期待としてあげている。 

登録申請済み，申請予定及び申請を検討と回答したものに限れば，制度への期待は大幅

に高くなっており，登録をきっかけに生産者の機運が高まること(62％)や差別化による価

格上昇(60％)については 6 割を超える。 

申請を検討以上の回答のうち，地域団体商標取得済みのものについては，全体に比べ，

差別化による価格上昇（全体 60％，地域団体商標取得済み 56％）や登録をきっかけに生

産者の機運が高まること（同 62％，57％）の割合が比較的低いのに対し，偽物に対する

行政の取締り（同 44％，48％）や輸出促進（同 25％，34％）を挙げる割合は高くなって

いる。地域団体商標を取得し，既に知的財産を活用したブランド化を進めている産地にあ

っては，地理的表示保護制度独自のメリットである行政の取締りや，相手国での保護等を

通じた輸出促進への期待が高いことがわかる。 

1）で示したとおり，地域団体商標取得済みの産品であっても地理的表示活用の意向は

強いが，制度の活用を推進する上で，行政の適切な取締りの徹底，2 国間協定等による外

国での我が国地理的表示の保護，外国での GI マークの商標登録11等を進め，このような

メリットを感じられるようにしていく重要性が示唆される。 

 

 

 

該当数 ％ 該当数 ％

①登録を申請済みである（登録済みを含む。） 30 8% 12 6%

②登録申請の予定である 40 11% 21 11%

③登録申請を検討している 104 28% 55 29%

④登録申請の予定はない 116 31% 63 33%

⑤制度をあまり知らない、関心がない 43 11% 22 12%

⑥その他 33 9% 11 6%

⑦無回答 10 3% 6 3%

計 376 100% 190 100%

全体 地域団体商標取得済

（単位:件数、％）
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第 2-19 表 地理的表示保護制度への期待（複数回答） 

 

 

３）制度活用に当たっての課題 

制度活用に当たっての課題としてあげられた内容は，第 2-20 表のとおりである。多く

見られた回答は，品質管理体制の確立が困難 24％，品質等の特性が明確でない 21％ ，

合意形成が困難(特性について 7％，生産地域について 6％，生産方法について 7％)，商

標権で十分 20％，制度がよくわからない 19％，コストを考えると制度活用のメリットが

あるか不安 16％等となっている。申請を検討中としている産品についてのみ集計すると，

品質管理体制の確立が困難 40％，品質等の特性が明確でない 38％ ，合意形成が困難(特

性について(13％)，生産地域について(15％)，生産方法について(14％))等が特に高く，ま

た，すべての課題に記載がなかった割合は 6％に過ぎない。このように，登録申請を検討

している産品についてはほとんどの場合で課題を抱えていることがうかがえる。 

このことから，地理的表示保護制度の活用促進のためには，既に行われている制度の周

知に関する活動に加え，品質管理体制の確立や合意形成等の課題に関し，産品ごとに抱え

る具体的内容を把握した上で，どのように課題に取り組めばよいかの具体的方策を示して

いくとともに，行政や農業団体が課題解決に向けた支援を行うことが重要と考えられる。 

なお，地域団体商標取得済みの産品では，商標権で十分との回答が当然ながら多くなっ

ているが，その他の課題については大きな差は見られない。地域団体商標取得済みの産品

であっても，地理的表示保護のため必要とされる詳細な品質や生産方法の内容の確定や，

管理体制の確立が十分進んでいないケースが多いことが想定される。 

  

合計

該当数 ％ 該当数 ％ 該当数 ％

①差別化による価格上昇 141 38% 105 60% 49 56%

②差別化による販売量増加 98 26% 75 43% 36 41%

③登録をきっかけとした生産者の機運上昇 140 37% 108 62% 50 57%

④偽物に対する行政の取締り 105 28% 76 44% 42 48%

⑤GIマークの活用 72 19% 61 35% 29 33%

⑥輸出促進 62 16% 44 25% 30 34%

⑦その他 14 4% 9 5% 6 7%

回答なし 138 37% 8 5% 2 2%

376 174 88

申請を検討、予定、申請済

地域団体商標取得済

（単位:件数、％）
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第 2-20 表 地理的表示保護制度活用に当たっての課題（複数回答） 

 

 

４．考察 

 

（１）ブランド化の取組の状況 

品質管理等の取組については，品質や生産方法の基準を設定している産品が 79％と大

多数を占めた。また，基準を設定しているもののうち，何らかの品質管理措置を講じてい

る割合は 90％となった。このように大部分の産品で，品質等の基準の設定や品質管理措

置を講じてブランド化を促進している状況がうかがえる。なお，差別化される特徴に関し

回答のない産品が 15％存在しており，基準の設定等の取組の前段階である，他の同種の

産品と差別化される特徴の明確化がされていない産品が一定程度存在する。この差別化ポ

イントの明確化は，ブランド確立の第一歩とも言える点であり，対応が急がれる課題であ

る。 

一方，同種の産品との価格差があるとの回答は約半数となっている。一定のプレミアム

価格を実現していると言えるが，本調査の調査対象は地域団体商標取得産品等既に一定の

ブランド化が進んでいる産品であることを考えると，必ずしも高い割合とは言えない。 

 

（２）品質基準の設定や品質管理の状況と価格差との関係 

2（1）6）で示したとおり，品質等の基準を設定している場合に価格差が存在する強い

傾向がうかがわれた。競争相手を上回る利点，つまり差別化ポイントを明確にすることが

ブランド構築の第一のプロセスであり（ケラー（2010）），品質等の基準の設定はブラン

ドの評価を上げていくため不可欠な要素であるが，この関係を示す結果となったものと考

えられる。 

該当数 ％ 該当数 ％ 該当数 ％

①品質等の特性が明確でない 80 21% 39 38% 39 21%

②長期間（25年）の生産実績がない 23 6% 8 8% 14 7%

③特性について確定困難 26 7% 14 13% 17 9%

④生産地域について確定困難 23 6% 16 15% 12 6%

⑤生産方法について確定困難 28 7% 15 14% 13 7%

⑥品質管理体制確立困難 91 24% 42 40% 38 20%

⑦コストとメリットの関係 62 16% 26 25% 24 13%

⑧組合構成員以外の名称使用 55 15% 23 22% 27 14%

⑨商標権で十分 75 20% 10 10% 56 29%

⑩制度がよくわからない 72 19% 18 17% 34 18%

⑪その他 52 14% 19 18% 21 11%

回答なし 72 19% 6 6% 34 18%

376 104 190

合計 申請検討中 地域団体商標取得済

（単位:件数、％）
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品質等の基準に加え，品質管理体制の有無と価格差の関係については，2（1）8）で示

したとおり，農畜産品に対象を限定すると品質管理体制がある場合に価格差が存在する傾

向がうかがわれたが，全体では顕著な関係が見いだせなかった。斎藤（2008）は，地域

ブランドとなる農産品について，イメージよりも製品の品質と保証・識別機能が重要視さ

れ，さらにブランド要素を結合させて成果を引き出すことを指摘しているが，品質管理を

成果につなげるために，他の様々な要素と結合させて消費者に訴えていく必要性が示唆さ

れる12。 

基準の設定や品質管理については，農林水産省知的財産戦略本部専門家会議地域ブラン

ドワーキンググループ(2008)で，栽培基準や出荷基準の作成とそれを遵守する体制の整備

を，地域ブランド構築に当たっての課題の一つとして挙げている。本調査のデータ分析に

より，品質・生産方法の基準の設定や管理体制の整備とブランド価値の向上との関係を，

一定程度示したものと考えられる。また，地理的表示保護制度においては，基準の設定と

基準遵守のための管理体制の確立が必須の要件とされているが，この地理的表示保護制度

に取り組むことで，一定の価格差を享受できる可能性が示唆されたものと考えられる。 

 

（３）地理的表示保護制度活用に向けた課題等 

3（2）1）で示したように，地理的表示保護制度の活用の意向については，調査対象産

品の半数近くが，登録申請済み又は登録申請予定・検討中となっており，地域ブランド産

品のかなりの割合で地理的表示保護制度を活用しようとしていることがわかる。この割合

は，地域団体商標取得済みの産品でも同様であり，地域団体商標に加えて，地理的表示保

護についても積極的に活用しようとする意向が示されている。 

地理的表示保護制度への期待としては，価格の上昇，販売量の増加といった経済的な効

果への期待も高いが，登録をきっかけとした生産者の機運の高まりへの期待も大きい（3

（2）2））。特に，登録申請済み又は登録申請予定・検討中の産品にあっては，登録をき

っかけに生産者の機運が高まることが最も多く挙げられており(62％)，制度に取り組むこ

とによる産地のまとまり，意欲向上等への期待が高いことがわかる。なお，地域団体商標

取得済みの産品については，行政の取締りや輸出促進に対する期待が高く，このようなメ

リットが感じられるよう適切な制度運用を行うことによって，地域団体商標取得済みの産

品についても，地理的表示制度の活用を促進できることが示唆される。 

一方で，地理的表示に取り組む上での課題が多く挙げられている。具体的な課題として

は，品質管理体制の確立が困難，品質等の特性が明確でない，特性・生産方法・生産地域

の合意形成が困難等の回答が多い（3（2）3））。申請を検討中としている産品については，

品質管理体制の確立が困難とする回答が 40％となっているほか，生産地域や生産方法に

関する合意形成が困難との回答が多く，また，すべての課題に記載がなかった割合は 6％

に過ぎない。 
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このように，登録申請を検討している産品について，ほとんどの場合で登録に取り組む

上での課題を抱えていることから，課題解決に向けた具体的方策の提示や関係機関による

課題解決に向けた支援が重要である。中島（2009）は，ブランド化を推進するための仕

組みづくりとして，ブランド化を推進するための組織とブランド管理に加え，地元関係機

関の支援が必要なことを指摘しているが，地理的表示保護制度の活用に当たっては，特に

基準等の合意形成と基準遵守の体制整備に対して行政等が的確なサポートを行うことが

必要である。とりわけ，複数の団体があり意見の相違がある場合の合意形成（例えば複数

農協に産地がまたがる場合や農系・商系の団体がある場合等）や，農協等に属さない生産

者が多い場合の管理体制の整備等については，自治体の役割が大きいものと考えられる。 

なお，この地理的表示に取り組む上での課題については，産品ごとに状況が様々である

ことから，本調査とは別に，個別の産品に対する現地調査を行ったところである。現地調

査により明らかになった個別ケースごとの課題や対応については，第 3 章を参照されたい。 
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注 

                                                  
1 食料・農業・農村基本計画(平成 27 年 3 月閣議決定)等。 

2 2016.12 末現在の登録数。 

3 平成 16 年度に農林水産省が UFJ 総合研究所に委託して行った調査であり，①「地名＋商品名」の産品で名称によ

りより産地，品質を強く想起するもの，又は地名は冠されていないものの商品名で産地，品質を強く想起するもの，

②一定の社会的評価があるもの，③一定の歴史を有しているもの，を調査対象としている。 

4 地理的表示登録の可能性を考慮し，都道府県に対して，①農林水産物，飲食料品（酒を除く。）又は農林水産物の加

工品のブランドであること，②ブランド名として，「地域名＋産地名」となっているか，地域名を含まなくてもその

名称によって特定の地域で生産されたことがある程度わかるものであること，③同種の産品と比べて，品質等の面で

差別化された特徴を持っている場合や，一定の社会的評価を受けている場合であること，④一企業のブランドではな

く，一定の地域の多数の生産者が使用するブランドであること，⑤一定の生産の実績（概ね 10 年以上）があること，

のすべてを満たす産品を選択するよう依頼した。 

5 明らかに，個人，企業のブランドと考えられるものや複数の産品を総称したブランド（例：稚内ブランド）を記載

してきた場合は除外した。また内容未記入のものは除外した。 

6 生産額が大きい団体を選択し，生産額がわからない場合生産者数が多い団体を選択した。 

7 同種の産品との価格差に関する回答者の認識であり，どのような産品を比較対象としているかは明らかではないこ

とに注意を要する。 

8 中島（2009）では，産地の取組実績として，トレーサビリティシステムを導入している 67％，栽培マニュアル等の

遵守を義務づけている 53％，生産者が適正に管理している 50％，厳格な品質管理を実施している 40％となっている

（回答数 30）。 

9 （4）の知的財産研究所の調査では，商標の使用規則を有する地域団体商標の権利者のうち，使用規則の監視体制が

あるとした割合は 66％，使用規則の違反者に対する制裁規定があるとした割合は 50％となっている。 

10 1～2 割高い，3 割以上高い，5 割以上高い，2 倍以上高いとの回答の合計。 

11 2016 年末現在で，韓国，台湾，カンボジア，フィリピン，マレーシア，ミャンマー，ラオス，EU，オーストラリ

ア，ニュージーランドの 10 カ国・地域で，GI マークが商標登録されている。 

12 地理的表示保護制度においては，品質等の基準の設定，品質管理体制の確立とともに，地域との関連性の明示，GI

マークの使用など様々なブランド要素が組み合わされる仕組みとなっており，品質管理の効果が発揮されることが期

待される。 
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